
宮寛三聾 奉十二事

:r:r電車世日一- l'司三三盆匹laJ寸....i丘ブ写

海蘭側 英 小支 日フ課税 御
j霊 園 作那銀ツ家
同西 経 問 ω 物サに人

盟財 演事 題共 債指 於の
の政雑 読さ利時 yレけ特論

現 状 沓 朝鮮 f旧Z 数皇現 る質
るに 態展 の家族
参ご録の苑の長論研季 :叢
芸選税 一 小立 究 事:

大作 22 情
料 観制 の
議ー 設 ヨ慮考

率士f主 第主士l~ f去

皐士法博 皐士文博
法文感f法再 定間f1奇

守主 皐f士革 ~~エ博
士 士士博

ノj、ノj、 Rt 河矢 汐米 1神ー
鳥川 古E 田野 見田戸浦
昌市品 庄
大太 青手 嗣イ二 一太正周

耳目 耳目 ?合 頁E 部部雄行

し一一一一一一 一ー~一一



課
税

ι於
げ
る
家
族
事
情
の
考
慮

(
調
身
税
子
無
税
に
特
別
の
考
察
を
捕
ふ
て
)紳

戸

正

雄

緒
言

(
本
論
の
目
的
)

第
一
段
二
舵
課
松
と
家
族
事
情
(
一
租
枕
主
位
。
車
位
と
し
て
の
家
族
二
家
族
事
情
と
し
て
考
脂
す
べ
き
も
白
込
向
梓

A
皆
制
能
力
な
を
家
族
員

)

)

 

の
駐
日
其
他
の
困
難
事
怖
三
家
族
事
情
考
慮
白
枇
種
に
依
る
相
遺
A
閥
枕
、
内
問
消
費
輪
、
住
居
粉
、
家
屋
祇
且
事
〈
白
牧
益
曲
、
交
組
曲
C
人

(

(

(

(

 

的
の
庖
搭
耽
)

第

段

)

}

)

)

 

所
得
税
と
家
族
事
情
(
ト
蹄
得
税
に
於
け
る
家
族
事
情
考
慮
由
理
由
仁
所
得
枇
に
於
け
る
家
焼
事
情
宰
慮
田
方
法
仏
宥
抱
的
問
的
い
且
悶

)

)

)

}

)

)

)

)

)

 

酌
白
方
法

1
共
調
的
事
項
2
各
簡
の
方
法
門
戸
我
閣
の
掛
酌
方
法
mw加
続
的
考
慮
い
其
考
慮
由
方
法
る
此
方
法
白
批
評
1
一
其
弊
護

a
能
力
原
則
上
b

人
口
政
策
上
2
其
反
封
詑

a
龍
方
原
則
上
b
人
口
政
策
上
付
人
口
品
質
論
ロ
鏑
教
諭
サ
有
害
論
』

(

(

(

{

(

(

 

(
全
文
白
要
旨
)

結
論

緒

給
付
能
力
に
趨
膝
す
べ
き
課
税
に
於
て
、
新
し
き
租
税
立
法
は
盆
々
多
〈
、
能
力
に
影
響
す
べ
き
諸
一
冗
素
を
考

察
し
て
遺
漏
な
か
ら
ん
こ
ご
を
期
L
て
居
る
。
国
よ
h
，
租
税
立
法
に
於
て
は
屡
々
理
想
さ
質
際
ご
の
一
致
が
困
難

論

叢

諒
続
に
於
け
る
家
族
事
情
自
考
慮

第
二
十
巻

(
第
三
就

E 
) 

四
七
九



5古

議

課
税
に
於
け
る
家
族
事
情
。
考
慮

第
二
十
巻

(
拍
車
三
競

~ ，、
) 

四
八

C

で
あ
っ
て
、
課
税
技
術
上
、
理
想
を
賞
現
す
る
に
週
明
な
る
方
法
の
得
て
求
め
難
き
こ
ご
が
少
く
な
い
o

併
し
租

枕
立
法
は
出
来
る
だ
り
此
理
想
に
近
づ
か
ん
こ
芭
を
努
め
て
己
ま
な
い
。
之
を
我
闘
の
税
法
に
見
る
も
、
此
碕
の

努
カ
の
跡
を
認
む
る
に
難
い
こ
と
で
は
な
い
。
然
る
に
近
頃
我
園
で
も
現
朕
に
甘
ん
壱
歩
、
滴
身
粒
子
無
税
を
起

L
得
允
る
資
金
を
以
て
他
方
・
既
婚
多
児
者
に
扶
助
金
ぞ
奥
へ
、
以
て
一
厨
夫
の
要
求
に
感
じ
ゃ
う
ご
い
ふ
意

見
を
持
つ
人
の
あ
る
こ
子
乞
聞
く
に
就
い
i

て
、
今
夏
乍
ら
之
に
興
味
を
戚
じ
、
酬
明
か
此
に
課
税
上
、
能
力
遁
躍
の

矯
め
に
す
る
家
族
事
情
の
考
慮
に
閲
す
る
な
見
を
逃
ぺ
て
、
此
問
題
に
つ
い
て
の
多
考
資
料
を
備
へ
や
う

Z
思

ふ
o 

第
一
段

一
般
課
税
ご
家
族
事
情

課
税
吉
家
族
事
情
古
の
閲
係
に
つ
い
て
は
、
先
づ
以
て
一
般
謀
稔
ご
家
族
事
情
さ
の
関
係
か
ら
し
て
設
き
初
め

る
。
其
れ
に
つ
い
て
は
叉
家
族
ご
課
税
己
の
閲
係
か
ら
し

τ設
が
な
け
れ
ば
な
ら
向
。

一
租
税
主
題
ゆ
軍
位
ご
し
て
の
家
族

ひ
人
の
自
由
卒
等
ご
い
ひ
、
各
筒
人
を
車
位
ご
し
て
論
守
ら
れ
て
居
る
o

近
頃
の
普
選
論
を
見
て
も
筒
人
本
位
の

近
代
の
政
治
論
は
筒
人
を
軍
位
ご
し
て
論
じ
て
居
る
。
天
賦
人
権
正
い

考
方
で
あ
る
。

一
部
少
数
人
の
悶
に
は
我
同
特
有
の
家
族
制
度
を
土
主
宣
言
し
之
さ
反
勢
の
設
を
立
て
叉
質
際
蓮
動

を
起

L
っ
、
も
あ
る
が
、
大
教
の
普
選
論
者
は
矢
張
b
其
に
も
拘
ら
十
筒
人
本
位
で
あ
る
o

芸
が
政
治
論
ご
し
て



は
普
通
の
や
う

r。
所
が
租
税
立
法
に
て
は
箇
人
本
位
に
な
っ
て
居
ら
泊
。
租
税
理
論
ご
し
て
給
付
能
力
を
論
宇

る
に
嘗
つ
て
は
誰
も
無
意
識
の
裡
に
、
各
人
各
箇
の
能
力
ご
し
て
取
扱
っ
て
居
る
が
、

き
て
寅
際
税
法
を
作
品
ご

き
に
な
る
ご
、
家
族
又
は
世
帯
問
中
位
Z
な
る
を
菟
れ
な
い
(
註
こ
o
夫
の
直
接
税
特
に
所
得
税
に
於
て
は
之
を
一
人

一
人
に
就

ντ
課
す
る
の
で
な
〈
て
、

一
家
族
芭

L
て
の
共
同
生
活
者
の
一
健
を
車
位
ご

L
て
能
カ
を
考
へ
之
に

遁
慮

L
た
課
税
を

L
て
居
る
。
我
所
得
税
法
十
五
僚
ニ
項
亦
然
り
で
あ
る
。
此
の
如
、
さ
は
、
寅
に
恰
も
税
を
し
て

質
際
の
経
済
生
活
に
適
膝
せ

L
h
U
る
所
以
で
ゐ
る
。
若
張
ゐ
て
一
人
一
人
に
つ
い
て
能
力
を
考
へ
課
税
す
る
ご

L

h
ん
な
ら
ば
、

其
は
質
際
に
副
は
f
c

る
結
果
Z
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
そ

L
て
斯
の
如
〈
に
租
税
立
訟
が
家
族
軍

位
に
基
け
ば
こ
え
能
力
に
膝
守
る
に
於
レ
て
家
族
事
情
の
掛
酌
ざ
い
ふ
こ
ご
が
問
題
ご
も
な
る
o

此
事
を
い
ひ

表
は
す
の
に
従
来
屡
々
、
人
的
事
情
の
考
慮
ご
も
い
v

ふ
た
が
、
買
は
家
族
事
悼
の
考
慮
ご
レ
ふ
た
方
が
適
切
の
や

う
だ
。(

控
-
}
テ
子
力
は
、
租
枕
は
祖
例
、
各
個
人
に
結
付
か
な
い
で
世
帯
に
給
付
〈
と
い
ひ
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
所
得
酷
主
値
は
本
端
各
人
だ

が
、
諸
多
の
法
律
(
普
、
境
、
旬
等
」
は
、
課
拾
す

e

へ
き
車
位
が
各
側
人
て
な
〈
で
、
家
族
、
家
計
を
有
つ
所
。
人
た
る
こ
と
を
定
む
と
錦
L
、ス

タ
シ
プ
も
、
所
持
続
四
車
位
は
家
族
て
な
〈
て
は
な

ιぬ
と
い
ふ
て
居
る
。

(二)
家
族
事
a情

ご

し
て
考
慮
す
'て

き
も
の、
内
容

の
要
な
し
ご

L
て、

家
族
事
情
が
能
力
課
税
上
考
慮
さ
る
べ
き
こ
さ
は
今
夏
設
明

き
て
此
が
内
容
は
何
か
ご
い
ふ
の
に

A
家
族
員
の
数
己
い
ふ
こ
ご
が
第
一
に
考
慮
さ
れ
な
〈

諭

議

七
) 

四

/'‘ 

謀
積
に
於
け
る
家
族
事
情
白
考
服

第
二
十
杏

(
第
三
貌
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論

時
」町九

課
枕
に
於
け
る
家
族
事
情
む
考
慮

第
二
十
巻

(
第
一
二
競

丹、
) 

四
J、

て
は
な
ら
ぬ
の
此
数
が
多
け
れ
ば
義
務
者
ご
し
て
は
美
少
き
場
合
よ
'
り
も
能
力
が
乏
し
い
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る

(註二
)
O

そ
し
て
此
教
は
会
〈
表
現
的
の
も
の
だ
か
ら
捕
捉
し
易
く
、
之
を
標
準
ご
し
て
掛
酌
を
行
ふ
ご
い
ふ
こ
E

は
技
術
上
に
も
六
っ
か

L
〈
な
い
o

併
し
進
ん
で
考
ふ
る
ご
脅
し
〈
家
族
員
で
ゐ
つ
で
も
替
利
能
力
が
あ
り
且
つ

賞
際
営
利
し
て
居
る
岩
も
あ
れ
ば
、
阻
百
利
能
力
を
快

f
h
r
、問問
A
T
此
あ
る
も
質
際
働
か
ん
ご
し
て
も
其
働
き
場
所

の
見
出

L
難
き
怨
め
勝
目
利
一
行
動
を
籍
し
居
ら

F
る
も
の
も
あ
る
。
此
等
を
一
様
に
取
扱
っ
て
は
な
ら
向
。
必
宇
や

此
刑
問
酌
か
ら
し
て
前
者
を
除
か
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
が
、
然
る
古
き
は
賞
際
一
々
に
就
い
て
砦
利
能
力

ω有
無
、
組
官

利
事
質
の
有
無
を
時
惜
し
な
〈
て
な
ら
ぬ
ニ
ご
、
な
る
o

所
が
其
能
力

ω有
無
ご
い
ふ
ニ
ご
に
な
る
ご
、
不
具
燦
疾

者
の
如
、
き
も
の
な
れ
ば
明
か
ザ
い
が
、
然
ら
古
る
者
で
は
例
之
下
厨
民

ω閑
で
は
義
務
数
育
で
も
終
わ
た
さ
き
は
農

工
商
の
航
世
間
利
事
業
仁
使
用
さ
れ
て
立
振
に
之
に
堪
へ
得
る
の
仁
、
中
以
上
の
蕗
で
は
慣
例
上
率
校
数
育
を
受
け

L

め
ら
れ

τ替
利
に
役
立
た
ぬ
己
い
ふ
こ
ご
に
な
る
o

下
屠
階
級
な
れ
ば
笹
利
能
力
ゐ
h

E
せ
ら
晶
、
年
頃
の
岩
が

上
中
流
階
級
で
は
無
能
力
ご
せ
ら
れ
得
る
(
註
=
一
)
。
之
を
如
何
に
課
税
上
に
考
慮
す
る
か
。
下
居
枇
曾
の
場
合
に
は

能
力
ゐ
る
も
の
E
し
て
課
税
上
に
掛
酌
を
奥
へ
字
、
上
中
流
階
級
で
は
能
力
な
き
も
の
ご
し
て
勘
酌
を
奥
ふ
る
こ

吉
、
す
る
の
も
一
の
方
法
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
其
は
結
果
に
於
て
、
あ
ま
り
に
下
屠
枇
曾
を
魅
迫
す
る
こ
芭
に
な

り
、
民
来
的
精
紳
の
盛
ん
な
現
代
に
は
不
相
底
な
方
法
正

ν
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
特
に
叉
之
を
行
ふ
ご
し
て
上

唐
古
下
唐
古
の
限
界
を
設
け
る
こ
ご
が
六
っ
か
し
い
。
加
之
、
下
居
世
曾
の
小
供
が
早
〈
よ
ち
し
て
轡
利
生
活
に



入
h
、
上
屠
一
肱
曾
の
小
供
の
高
等
な
る
由
学
校
へ
進
む
問
に
、

日
々
替
利
を
篤
き
な
(
て
な
ら
旧
制
ご
い
ふ
こ
ご
は
、

家
族
に
於
り
る
一
の
不
利
な
る
事
情
を
一
不
め
す
己
見
得
る
こ
ご
が
多
い
(
註
凹
)
O

老
年
者
に
於
て
も
類
似
な
も
の
が

あ
る
。
可
な
り
年
を
取
っ
て
も
力
も
表
へ
十
叉
進
ん
で
轡
利
を
斜

L
っ
、
あ
る
者
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
〈
の
場

令
し
は
老
年
ご
な
っ
て
も
街
仕
且
つ
働
か
ぎ
る
そ
得
F
る
こ
芭
仁
は
む
し
み
同
情
し
な
〈
て
な
ら
な
い
。
校
法
は

屠
々
大
館
論
か
ら
し
て
事
物
tv一
決
定
す
る
。
其
れ
で
我
所
得
税
法
が
、
家
族
員
数
的
課
税
掛
酌
に
つ
い
て
不
具
燦

疾
者
、
十
入
歳
以
下
の
者
、
六
十
歳
以
上
の
者
ぜ
い
ふ
俊
件
を
附
し
た
の
は
、
斜
め
に
多
少
の
不
必
卒
を
生
守
る

Z
し
て
も
、

よ
b
大
な
不
必
卒
を
避
〈
る
矯
め
仁
は
己
む
を
得
な
い
廃
置
で
あ
る
o

唯
だ
其
結
果
ご
し
て
上
流
階

級
は
格
別
困
ら
ぬ
ご
し
て
も
、
中
等
階
級
の
岡
山
拙
ご
い
ふ
ζ

ご
は
残
る
(
誰
五
)
。

R
家
族
事
情
ピ

L
て
課
税
上
に
考

慮
す
べ
き
も
の
は
右
に
止
ま
ら
向
。
其
他
、
家
族
員
の
不
健
康
朕
態
、
負
債
賦
態
、
不
幸
な
る
事
援
の
費
生
の
如

き
こ
ご
も
考
慮
す
る
の
が
至
嘗
で
あ
り
(
註
六
)
、
此
等
の
情
態
に
よ
り
で
は
同
一
の
所
得
の
下
仁
て
も
能
カ
に
等
差

を
生
む
得
る
。
加
之
、
夫
の
中
等
階
級
に
於
り
品
、
子
弟
数
育
費
の
増
嵩
に
凶
る
困
難
の
如
き
も
、
若
も
教
育
隼

重
の
精
一
脚
を
高
調
す
る
な
ら
ば
替
し
〈
掛
酌
し
て
然
る
町
、
き
で
あ
る
o

但
だ
此
等
を
前
記
の
数
ご
か
年
齢

zhr不

具
療
疾
な
ど
の
如
〈
筒
軍
に
掛
酌
L
難
き
事
情
が
あ
る
か
ら
、
税
法
に
類
似
の
規
定
を
置
か
す
、

hut
ろ
税
務
委

員
舎
の
認
定
に
任
か
し
、
此
等
に
於

τ相
嘗
の
湖
酌
を
行
ふ
こ
ご
あ
る
日
、
き
を
規
定
す
る
の
が
適
切
H
L

が
富
士
)
、

併
し
此
に
は
某
委
員
舎
の
恋
意
の
行
は
る
、
伶
地
あ
り
ご
の
非
難
を
受
〈
る
こ
ご
は
免
れ
な
い
(
註
λ
)
0

語講

叢

謀
説
に
於
け
る
家
族
事
情
白
考
慮

第
二
寸
巻

(
第
三
披

九
) 

四
λ
三



2肯

諏
粧
に
於
け
る
家
族
事
情
白
考
慮

O 
) 

四
八
四

業1
此
家
族
民
勘
白
考
慮
す
べ
き
こ
ξ
は
諸
多
の
皐
者
自
一
般
に
認
む
る
所
で
あ
る
。
例
之
、
ヲ
グ
ナ
ー
は
、
課
枕
上
自
給
付
能
力
を
往
々

(
 

に
し
て
大
に
儲
け
る
所
白
事
情
白
中
に
て
、
家
長
が
其
所
刊
甘
か
ら
致
養
育
費
を
支
抑
ふ
所
の
家
族
民
動
が
特
別
に
重
要
だ
と
い
ふ
原
則
を
、
立
法

上
採
用
す
る
こ
と
は
動
植
に
於
て
正
苗
に
却
山
附
は
ら
る
込
と
い

0
・
プ
ア
イ
フ
ア
ー
も
、
免
稔
割
の
決
定
に
於
て
公

E
の
凡
べ
て
の
要
求
目
考

慮
せ
ら
る
べ
き
と
き
に
は
、
家
族
員
の
般
を
是
非
と
も
考
慮
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
之
を
考
慮
し
な
い
て
は
不
婚
者
の
特
典
と
な

O
企
h
h
D
、
ミ

ユ
ラ
ー
も
、
給
付
舵
力
を
鴻
少
す
る
特
段

η
る
事
情
に
於
て
措
串
腕
易
が
熔
謹
せ
ら
る
A

O

此
に
家
長
の
能
力
に
大
な
影
騨
を
有
つ
の
は
小
供
勤

で
あ
り
、
院
ム
て
租
税
義
務
白
粧
易
が
希
望
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ひ
、
チ
ス
カ
は
、
粧
が
各
人
よ
り
同
一
負
携
と
し
て
感

f
ら
る
ベ
き
と
き
は
、

世
帯
四
大
さ
の
指
加
と
井
に
税
制
が
相
官
に
軒
昂
と
せ
ら
る
L

こ
と
が
品
川
買
だ
と
い
ひ
、

J
V
エ
シ
セ
シ
也
、
或
嗣
枕
者
自
臭
っ
た
出
費
義
務
の
或

も
自
に
宥
恕
が
潟
さ
る
べ
し
と
伺

L
、
妻
子
へ
白
宥
加
価
bz
共
例
と
す
る
…
ー
ヨ
ン
ヲ

I
V
も
、
同
一
所
得
に
て
轍
持
さ
る
ぺ
き
筑
波
民
自
動
が
描
力

上
重
要
だ
と
し
て
居
る
。

2
或
は
此
家
族
貝
勤
由
抑
的
が
貨
際
立
法
白
普
組
事
だ
と
し
て
肘
る
。
例
之
、
へ
ッ
ケ
ル
は
、
特
に
多
き
家
族
を
扶
持
す
る
か
、
又
は
之
に
於
け

る
特
段
な
る
法
律
上
自
義
務
を
負
ふ
か
又
は
小
供
山
教
育
心
銘
め
に
大
な
費
用
を
加
ふ
る
所
白
義
務
者
に
、
戒
租
積
極
減
が
許
さ
れ
た
と
い
ひ
、

ス
タ
ン
フ
も
、
吾
人
は
‘
小
所
有
を
訊
枕
す
る
賢
謹

L
た
所
作
粧
を
有
ワ
多
〈
白
岡
に
於
て
妻
及
若
き
小
併
の
潟
め
の
生
活
宥
恕
に
野

L
き
も

第
二
十
巻

(
第
三
挽

〔
陸
ニ
)

の
ふ
存
す
る
こ
と
を
瓦
出
す
と
符
し
、
ア
リ
ス
ア
は
、
家
族
自
負
檎
白
矯
め
の
減
却
の
犯
し
晶
る
こ
と
を
所
得
税
白
長
所
。
一
に
服
へ
て
居

4
 

る。

(
註
三
)

プ
り
ユ

1
ニ
ン
グ
は
、
此
に
勢
働
者
附
組
よ
り
も
よ
り
幸
一
〈
放
酷
に
課
相
せ
ら
る
誌
の
は
小
な
る
中
等
階
組
で
あ
る
。
捗
働
者
に
あ
り
で

は
暁
病
保
険
老
嬢
保
険
に
よ
り
て
一
一
般
に
寸
分
に
心
配
せ
ら
る
h
o

仕
べ
か
ら
受
制
す
ベ
き
も
の
が
正
常
白
符
利
事
情
と
柑
同
な
鈎
告
を
得
て
居

る
。
往
々
に
し
て
其
蓋
及
成
長
し
た
る
小
供
が
瞥
利
に
千
県
し
、
又
は
必
裂
の
場
合
に
は
之
に
貢
献
し
得
る
。
小
併
の
扶
誌
が
割
合
に
小
費
で
あ

り
、
在
服
投
敬
育
費
も
小
に
、
教
育
は
早
〈
切
上
げ

ιれ
、
鴻
め
に
小
川
山
を
早
〈
替
利
に
能
川

L
得
る
。
然
る
に
小
商
人
民
虫
な
『
に
て
は
同
時

る
。
此
に
て
は
所
得
を
年
「
る
者
は
多
〈
は
央
一
人
で
あ
っ
て
‘
保
険
義
務
も
な
〈
、
平
常
時
に
は
任
意
保
険
白
可
能
も
必
ず
し
も
考
へ
ら
れ

f
、
其
小
併
に
は
一
暦
世
話
由
宇
け
た
一
一
厨
長
い
閣
の
敦
育
を
要
し
.
其
枇
合
的
地
位
が
、
脊

L
〈
て
も
或
高
い
生
活
維
持
を
必
要
ξ
震
ナ
。
斯

~agner~ Die Reform der direktcn ~ê~aat;.beste じemng in Preussen im 
j~h~~--Ì89I. (FIl~~n~_arch~y. 8J:g.. II Bd.). S. 252. Pfei!fer.， Staat~eiI!凶h
~en. n:-'s. 44. Mul1er， Dle Éiñkommeñbest~ùerun耳目c1en -verschied 
eneu Landern. S. 42. T句yszka，a. a. O. S. 128. Jensen， Public五nance.
E M Comd，Fw・9Auf1・ 5・15・

e~k~ l， Fw. i S. 390. Stamp，J l. c. p. 77. Haristoy， L'impot sur le 
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〈
て
此
に
て
は
其
家
計
山
口
維
持
、
特
に
一
府
大
な
監
白
小
供
及
家
族
に
於
け
る
病
気
が
、
家
長
に
、
同
一
所
得
の
瑞
身
者
に
比

L
全
〈
異
古
な
負

婚
と
な
る
で
つ
な
主
出
を
伴
ふ
と
設
を
、
「
ル
フ
ト
も
、
恰
も
良
き
中
隼
階
離
が
小
供
白
敬
肯
回
一
斜
め
に
非
古
に
負
招
せ
し
め
ら
る
L

と
と
が
い

〉島

は
る
と
侍
ナ
。

(
註
四
)

ペ
ラ
フ
Z

ル
デ
ス
は
、
家
長
の
外
に
、
家
族
自
他
。
者
が
瞥
利
を
錯
す
を
品
製
と
す
る
事
情
は
北
家
族
。
不
利
な
る
地
位
を
一
市
め
す
。
何

と
な
れ
ば
需
品
る
家
族
に
て
は
、
管
制
は
専
ら
家
長
の
事
刊
だ
か
ら
と
註
話
し
て
居
る
。

(
註
五
)

前
出
話
三
品
世
間
。

j
 

日
い
其
質
例
と
し
て
は
猫
塊
普
バ
イ
エ
ル
ツ
を
堪
げ
る
こ
'
と
が
町
高
る
。
指
塩
心
一
九
二
一
年
所
符
税
法
て
は
、
課
柏
ず
4

き
所
有
が
三
高

時
克
を
超
え
な
い
と
き
に
、
義
務
者
自
給
付
能
力
を
大
に
損
滅
す
る
特
段
な
る
鯉
湾
事
情
「
小
供
の
敬
養
育
、
畳
一
方
便
係
累
者
四
扶
養
義
務
、
病

気
、
不
具
疲
疾
、
負
債
、
不
幸
、
家
綜
の
営
利
行
鴻
の
た
め
家
計
に
於
け
る
特
設
な
る
出
費
に
よ
る
異
常
白
負
強
)
が
賦
課
に
於
て
考
慮
ぜ
ら
る

(
註
穴
)

る
を
得
。
其
は
一
荷
馬
克
を
超
へ

f
る
謀
措
ナ
ペ
き
所
得
に
て
は
此
四
由
に
よ
り
続
を
粂
克
き
る
お
ζ

と
が
出
来
、
一
一
高
局
克
を
超
ヘ

f
る
謀
祇

所
得
て
は
半
分
ま
で
、
三
高
馬
克
を
超
へ

f
る
課
積
所
持
で
は
四
分
一
ま
で
だ
け
軽
減
さ
る
誌
を
得
る
。
一
九
二
二
年
法
に
て
は
、
二
十
高
馬
克

ま
で
の
所
得
に
於
で
此
考
慮
が
行
は
る
λ

ζ

と
与
な
っ
た
。
境
問
世
で
は
、
積
務
香
員
合
財
其
自
由
意
思
に
て
、
一
高
二
千
ク
ロ
ー
ネ
を
趨
へ

T

る
所
得
者
に
し
て
共
能
力
引
特
別
の
事
情
(
小
伐
の
敬
養
育
、
蜘
方
便
係
累
者
山
扶
養
、
長
、
き
病
気
、
負
依
且
特
段
な
る
不
幸
、
軍
事
土
の
勘
務

へ
の
召
集
)
に
よ
り
て
減
出
少
し
た
る
も
の
に
、
暗
卒
三
組
以
内
の
低
下
を
沼
す
ζ

と
が
出
車
る
。
普
法
に
で
も
、
一
高
ニ
千
五
百
馬
車
ま
て
の
所

符
で
は
、
小
供
の
敬
宵
及
維
持
、
無
方
便
係
累
者
の
扶
養
、
長
い
病
気
、
負
債
及
特
段
な
る
不
幸
の
場
合
の
異
常
な
負
強
白
川
お
め
ゴ
一
級
ま
で
の
枕

牢
随
易
量
奥
へ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン

γ
も
九
千
馬
克
ま
て
の
所
得
て
は
、
地
力
に
大
に
不
利
と
な
る
特
別
事
情
に
ニ
乃
至
六
輔
の
低
下
を
奥
へ
た
O

M
い
諸
多
の
皐
唱
も
斯
の
如
き
も
の
の
宥
恕
の
必
要
を
設
〈
炉
、
設
き
方
、
も
、
新
の
如
き
事
恰
と
し
て
皐
州
、
る
事
項
も
直
々
で
あ
る
。
例
之
、
エ

1

4

ル
ヒ
は
、
人
は
給
付
能
力
に
影
響
し
得
4

(

、
租
祇
制
度
に
て
考
察
を
値
す
る
他
山
事
情
の
保
山
を
翠
げ
で
居
る
が
、
共
は
非
嫡
立
な
る
小
供

申
般
、
無
方
値
係
累
者
白
扶
持
白
義
務
、
不
幸
、
永
告
梢
日
車
、
負
債
等
だ
左
四
川
L
、
プ
フ
ア
エ
ル
戸
ス
は
、
所
得
税
白
人
相
と
し
て
の
特
徴
位
、

此
が
納
祇
者
の
人
的
事
情
を
他
殺
よ
り
も
一
層
事
〈
考
肱

L
待
る
と
止
に
存
ず
る
。
品
、

L
て
此
の
如
、
き
事
情
、
t
L
て
は
最
小
昨
活
費
料
、
之
を
超

論

叢

課
枯
に
於
け
る
家
族
事
情
。
考
慮

第
ニ
十
巷

(
第
三
競

= 

) 

四
八
五
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叢

課
桔
に
於
け
る
家
族
事
情
由
考
慮

第

十
巷

) 

四
八
六

(
第
三
班

へ
た
る
儀
リ
大
な
ら
ざ
る
所
得
(
随
ふ
て
低
音
祉
事
)
、
大
な
る
家
族
、
小
供
動
及
之
と
共
に
大
な
る
扶
養
及
秋
宵
提
等
、
無
財
産
自
家
族
貝
の
扶

持
、
長
き
且
つ
多
費
な
る
病
気
、
負
債
、
大
負
債
、
大
な
る
茨
難
不
幸
、
兵
役
勤
務
孤
児
寡
婦
世
間
帯
げ
、
シ
ェ
ア
レ
ー
は
、
同
一
高
宮
白
所
得

が
必
ず
し
も
同
-
度
に
て
租
税
力
を
も
う
も
の
で
は
な
い
。
人
が
其
自
身
瓦
其
家
挟
的
需
要
白
魚
め
に
、
他
人
よ
り
も
上
り
多
〈
を
支
出
L
得
る

か
ら
。
此
事
出
遅
時
、
租
枕
測
定
に
於
て
、
小
併
の
姫
、
家
族
の
不
幸
、
共
他
白
箇
人
的
融
乏
の
一
一
克
棄
を
考
慮
す
る
己
と
に
て
考
察
ぜ
ら
る
込
在

錯
し
、
ジ
品

y
棺
シ
は
、
許
も
輔
の
如
舎
宥
恕
(
妻
小
供
白
)
が
貫
行

L
得
ベ
き
と
舎
に
は
、
生
活
費
に
於
け
る
相
遣
を
認
む
る
と
冒
と
が
費
し
(
遡

官
て
あ
ら
う
と
い
ひ
、
コ
シ
ヲ

l
y
は
、
老
弱
又
は
病
気
回
家
族
員
を
援
ふ
と
と
が
特
別
の
費
用
世
間
世
し
、
小
一
所
得
K
て
は
之
を
考
慮
す
る
と
左

を
、
公
正
が
要
求
す
る
と
銘
し
、
プ
り
ユ

1

ユ
シ
グ
は
、
義
務
者
D
能
力
に
躍
化
を
興
ふ
る
一
冗
棄
と
し
て
、
病
気
、
不
幸
、
害
児
等
を
翠
げ
、
"

シ
グ
l
ル
も
、
租
税
負
強
者
り
純
捧
た
る
人
的
事
情
は
財
政
上
重
い
役
目
を
働
か
ぬ
が
、
唯
だ
特
別
且
つ
明
白
な
る
欲
望
白
増
加
が
長
い
間
の
病

信
網
目
如
き
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
に
は
特
別
考
慮
を
弾
す
と
沼
ナ
。
仙
ほ
、
ケ
シ
ナ
シ
は
、
諸
閣
の
貨
例
を
大
翻
し
て
、

一
定
の
特
別
滅
額
が
、

納
積
者
。
扶
持
ナ
ペ
脅
小
供
又
は
共
他
自
従
属
者
の
沖
地
め
に
輿
へ
ら
れ
、
或
は
、
病
気
、
鑓
提
、
持
議
岡
難
、
又
は
納
植
者
白
所
得
に
影
響
す
ぺ

脅
其
他
の
異
常
な
る
事
情
由
帰
め
に
も
典
へ
ら
る
と
活

L
、
ユ
ツ
ナ
も
、
一
般
所
得
枕

ω或
も
白
は
、
寡
婦
、
孤
児
、
生
業
能
力
な
き
者
自
所
得

を
宥
恕
す
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
七
)
前
量
六
1

0
填
閣
法
参
照
。

(民
A
)
ワ
グ
ナ
ー
は
、
其
札
て
は
賦
課
蝿
閥
D
認
定
が
あ
ま
り
に
斑
〈
な
り
過
ぎ
る
こ
と
込
な
る
弊
を
見
る
。
此
槽
闘
自
ら
佐
平
を
旨
と
し
旦
づ

高
級
機
闘
の
監
督
を
行
ふ
た
と

L
て
も
、
異
ワ
た
積
域
及
各
簡
の
義
務
者
に
於
け
る
取
扱
心
不
幸
等
J
F
控
け
ら
れ
な
い
と
い
ム
て
居
る
。

ヨ
家
族
事
情
考
慮
の
税
積
に
依
る
相
違
家
族
事
情
考
慮
の
行
は
る
、
工
合
は
税
に
よ
り
て
一
様
で
な
い
。
叫

或
種
の
税
、
例
之
、
関
税
、
内
国
消
費
税
、
住
居
税
、
時
嫁
の
行
は
る
、
だ
け
に
於
て
家
屋
税
な
ど
に
ゐ
り
て
は
、

税
の
性
質
上
、
家
族
事
情
の
考
慮
が
行
は
れ
な
い
の
み
な
ら
歩
、
家
族
員
数
の
多
き
も
の
に
却
っ
て
不
利
な
る
結

Eheberg. a. a._ O. S. J98. Bela Folde5:. ~. a. 9. S. 42?-9' Sch~田e.
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果
を
奥
ふ
る
一
」
ご
を
弛
れ
な
い
(
註
九
百
消
費
税
の
積
類
に
於
て
出
来
る
だ
け
必
要
品
殺
を
避
〈
る
唱
』
ご
に
よ
h
て

或
度
ま
で
此
勢
を
緩
め
る
}
』
ご
は
出
来
る
が
、
如
何
に

L
て
も
大
局
土
、
消
費
税
が
家
族
員
多
言
者
の
不
利
ピ
な

る
を
兎
れ
向
。
叉
住
居
税
の
如
き
も
、
家
族
員
の
多
き
者
・
病
弱
の
家
族
同
貝
を
も
っ
者
仁
於
て
然
ら

F
る
者
よ
り

も
不
利
己
な
る
こ
ご
を
免
れ
な
い
。

B
然
る
に
多
〈
の
牧
盆
枚
、
及
交
通
殺
で
は
、
家
族
員
数
日
r
多
い
か
ら
ご
い

ふ
て
特
別
に
不
利
を
輿
ふ
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
な
い
が
、
併
し
叉
物
的
客
倒
的
の
課
税
方
法
を
採
る
か
ら
し
て
‘
此

等
の
も
の
に
於
て
家
族
事
情
を
考
慮
じ
て
其
不
利
事
情
の
者
を
掛
酌
す
る
ご
V

ふ
ヨ
」
ご
も
通
例
行
は
れ
な
い
u

。

C
濁
り
人
的
一
般
的
な
る
直
接
税
に
於
て
の
み
其
の
槻
酌
が
行
は
れ
得
る
o

例
之
、
一
般
所
得
税
、
一
般
財
産

税
、
相
綴
税
の
如
き
も
の
に
於
て

γ
あ
り
、
並
(
他

ω殺
で
は
此
が
行
ひ
難
い
(
証
一
C
)
O

主
(
も
財
産
税
や
相
続
税
で

は
其
掛
酌
が
賞
際
あ
ま
り
に
康
〈
行
は
れ
や
、
矢
採
り
所
得
税
仁
於
て
及
之
ご
闘
聯
し
た
所
で
夫
の
考
慮
が
最
多

〈
行
は
れ
て
居
る
。
葉
れ
で
衣
ぎ
に
特
仁
此
税
を
中
心
ご
し
て
之
が
考
慮
を
吟
味
し
て
昆
ゃ
う
。

(
詰
丸

ワ
グ
ナ
ー
は
、
多
〈
の
他
。
棺
、
特
に
闘
枕
、
内
崎
市
清
措
、
性
居
拍
が
、
宗
族
、
特
に
一
府
多
人
蜘
白
比
を
、
小
家
族
及
箇
人
よ
り

も
、
同
一
所
符
に
で
も
一
一
府
各
一
〈
負
強
せ
し
む
左
い
ふ
て
肘
る
叫

(註

-
O
)

三
ツ
テ
は
、
人
的
及
一
般
的
の
同
官
接
税
は
、
義
務
省
自
家
族
白
地
位
を
僻
酌
す
る
に
遇
す
る
が
、
比
仙
の
拾
で
は
立
法
者
が
之
を
叩
間
的

ナ
る
と
と
は
頗
る
悶
雛
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

第
二
段

所
得
積
ご
家
族
事
情

論

議

四
八
七

課
租
に
於
け
る
家
族
事
情
白
考
慮

) 

第
二
十
巻

(
第
一
ニ
競

W<lgner. a. a. O. S. 254. 
Nitti， 1. c. p. 386 
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課
税
に
於
け
る
家
鷺
事
怖
の
考
出

第
二
サ
巻

一
所
得
税
に
於
付
る
家
族
事
情
考
慮
の
理
由

北
(
事
自
身
至
首
で
あ

ιの
み
な
ら
す
、
他

ω殺
に
於
て
此
事
情
の
不
利
な
る
も
の
を
却
っ
て
二
府
不
利
ご
す
る
こ

所
得
税
に
於
て

E

家
族
事
情
の
考
慮
り
行
は
る
、
言
レ
よ
こ
ご
は

正
あ
る
の
を
顧
み
る
さ
き
仁
、
此
考
慮
の
行
ひ
易
き
所
得
税
に

τは、
之
が
理
会
せ
己

L
て
も
十
分
に
之
を
行
ふ

を
要
す
る
こ
己
、
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
泊
(
剖
一
一
)
じ

へ
ル
ァ
ト
は
、
家
族
事
仙
の
快
貼
あ
る
考
慮
に
よ
り
部
粧
の
不
平
等
が
一
品
め
ら
る
、
所
の
間
接
時
に
依
る
大

t
負
揚
が
、
直
接
耕
に
於

け
る
之
か
考
慮
に
導
か
な
(
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い

P
、
プ
レ

i

ン
は
、
事
及
小
側
訂
犯
心
理
山
は
、
小
所
符
者
に
イ
分
な
る
負
措
と
な
る
刷

。
他
白
税
、
特
に
消
費
拍
白
有
す
る
こ
と
て
あ
る
と
い
ふ
て
肘
る
叫

(
註
一
-
)

二
所
得
税
に
於
け
る
家
族
事
情
考
慮
の
方
法

の
さ
し
て
、
英
の
之
を
行
ふ
の
方
法
を
考
ふ
る
ご
さ
は
此
に
二
の
方
法
の
存
す
る
を
見
出
す
。

阪
に
此
考
慮
が
所
得
税
に
て
行
ふ
-
-
ご
を
得
、
叉
行
ふ
べ
き
も

一
は
共
不
利
事
情

の
も
の
仁
宥
恕
を
奥
ふ
る
の
で
ゐ

h
、
他
は
有
利
事
情
者
に
特
別
課
税
又
は
追
加
税
和
一
負
は

L
む
る
も
の
で
あ

る
C

そ
し
て
ヲ
グ
ナ

1
の
如
き
は
此
二
方
法
を
一
の
統
一
的
の
方
法
正
し
ゃ
う
ど
企
て
た
所
で
あ
る
(
註
一
二
)
O

ワ
グ
ナ

l
位
、
家
族
の
摂
却
用
位
と
し
て
凹
人
の
一
家
族
(
夫
姉
と
イ
凹
五
歳
以
下
町
小
供
一
一
人
)
を
作
り
、
之
に
正
常
辛
を
笹
川
し
、

此
工
H
F
も
小
な
家
族
に
は
池
加
辛
を
加
へ
、
此
よ
り
も
大
な
家
族
に
は
減
半
を
行
は
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

{
語
士
一
)

( A) 
(い)清
主主 恕
掛的
酌輔
の酌
方
t士

は
こ
の
方
法
の
中
で
も
従
来
最
康
〈
行
は
れ
た
の
ぞ
し
て

に
も
色
々
あ
る
。
-
精
密
に
す
る
な
ら
ば
、
家
族
員
の
得
る
所
の
所
得
は
凡
べ
て
集

Helft， a. a. O. S. 25. Plehn. Public hnace. 4 ed. '11. 246 
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計
L
、
英
中
か
ら
各
家
族
員
一
入
賞
与
桁
賞
最
小
生
活
費
づ
〉
ぜ
引
去
る
の
が
至
賞

rが
(
訂
一
一
-
一
三
此

ω如
き
こ

ど
を
し
て
は
財
政
枚
入
上
の
紋
陥
を
大
な
ら
し
令
る
の
で
、
泌
例
之
を
行
は
す
、
或
人
工
的
に
定
め
ら
れ
た
小
な

控
除
を
行
ふ
に
止
ま
る
こ
吉
、
な
る
宗
一
同
)
O

叉
家
族
長
を
自
家
の
畿
利
に
働
か

L
め
た
場
合
の
如
き
、
病
恕
計

算
ク
行
ふ
よ
り
も
、
生
東
費
勘
定
の
廃
で
実
勢
賃
を
市
場
の
勢
賃
棋
準
よ
ち
も
一
定
度
に

τ安
い
も
り
ご
し
て
計

算
す
る
方
が
適
切
古
色
い
は
る
、
が
(
註
一
豆
、
其
計
算
方
法
は
ゐ
ま
b
に
而
倒
な
の
で
通
例
、
或
軽
い
一
般
的
な

b
宥
恕
計
算
を
矯
す
に
止
ま
る
一
』
正
、
な
る
。
普
通
に
は
又
一
定
以
上
の
大
所
得
者
に
は
此
宥
恕
を
奥
へ
示
、
共

所
得
の
小
な
る
に
随
て
一
層
大
な
宕
怒
を
奥
ふ
る
方
法
を
採
る
。
其
に
つ
き
大
い
所
得
の
も
の
は

X
係
緊
者
に
つ

3
Jし
の
負
携
成
が
痛
切
で
な
い
か
ら
さ
も
解
せ
ら
れ
る
が
宗
一
」
心
、
併
し
結
呆
ご
し
て
は
中
等
階
級
を
苫
し
め
る

こ
ご

ω非
難
を
受
げ
な
く
て
は
な
ら

ρ
(
ぺ一七
)
C
X家
族
員
三
い
ふ
て
も
一
定
の
老
幼
者
に
づ
き
て

ωみ
割
酌
を

山川(ふる

ω
が
通
例

rが
訂
一
八
)
、
英
米
仰
の
如
〈
妻
守
加
へ
、
我
閣
の
如
く
不
具
癒
疾
者
な
い
こ
を
加
へ
る
こ
ご
も

め
る
o

な
生
児
を
除
く
古
い
ふ
例
も
ゐ
る
が
、
並
(
は
め
ま
り
に
非
人
道
的
で
採
る
4
ご
を
得
ぬ
詮
一
カ
)
O

右
は
掛

酌
方
法
の
大
館
に
つ
い
て
い
ふ
た
の
だ
が
、
ヨ
各
簡
の
制
常
的
方
法
を
或
標
準
に
よ
り
て
分
類
し
て
見
る
吉
、
係
累

家
族
員
数
以
外

ω特
殊
事
情
の
倒
的
を
行
ふ
の
は

U
し
ん
稀
な
場
合
だ
か
ら
之
を
別
ご

L
、
其
員
数
閥
的
方
法
は

税
率
に
就
い
w

て
酪
酌
す
る
も
の
、
高
見
税
鮎
の
追
加
又
は
町
山
税
標
準
の
控
除
に
つ
い
て
行
ふ
も
の
(
詑
ニ
O
)
O

係
累
家

族
同
長
の
所
得
不
計
算
に
よ
る
も
の
(
詑
二
こ
の
三
方
法
に
分
れ
る
。
そ
し
て
税
率
に
よ
る
も
の
は
夏
ら
に
、
家
族
民

長前

号E

説
暗
に
於
り
る
家
故
事
計
問
自
考
山
岨

第
一
ー
を

(郡一一一一世

Ji 
」

四
八
丸



論

議

四
九
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調
摘
に
於
げ
る
家
旋
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戚

第
二
十
巻

(
策
ニ
拙

~J、
) 

の
多
く
な
る
に
従
ぴ
税
率

ω段
階
を
下
〈
る
も
の
(
設
↓
一
二
三
税
額
の
漸
増
す
る
所
の
一
定
割
合
を
控
除
す
る
も
の

司
法
二
三
)
、

一
人
嘗
り
一
定
金
額
づ
、
を
税
額
よ
り
控
除
す
る
も
の
の
五
二
山
間
)
三
の
方
法
に
分
れ
る
。
此
等
の
一
々

の
方
法
の
批
評
は
煩
に
堪
へ
な
い
か
ら
、
関
ら
く
日
本
訟
に
つ
い
て
的
み
少
し
く
批
評
し
て
見
ゃ
う
。

(註
-
-
Z
)

リ
ン
ダ

l
ル
は
、
家
長
の
扶
養
吉
務
は
、
租
祉
の
賦
訴
に
於
で
、
山
本
長
の
所
有
か
ら
、

u(残
舶
が
同
一
給
付
能
力
の
不
婚
者
(
家
挨
な

き
者
)
白
所
ね
と
同
一
と
な
る
が
如
き
応
分
を
控
除
す
る
の
方
法
に
依
っ
て
最
非
易
に
行
は
る
、
と
い
も
山
て
刷
る
。

(
控
-
四
)

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
所
得
白
恒
滅
相
に
つ
い
て
の
決
定
に
は
、
匙
定
的
。
枚
入
前
陥
に
帽
す
る
財
此

t
o考
慮
が
基
地
中
と
な
る
と
い
ひ
、
プ

リ
ユ

l

一一

γ
グ
も
‘
小
供
の
多
い
と
と
に
依
る
タ
/
貨
の
十
分
な
考
出
、
例
之
、
中
質
上
白
官
一
川
の
減
却
乏
い
ふ
佃
き
こ
と
は
、
現
行
法
で
は
貸
際

晴
ん
ど
行
は
れ
な
い
。
何
正
な
れ
ば
之
に
よ
っ
て
依
り
に
大
な
組
枇
世
間
が
結
付
〈
か
ら
と
い
り
、
ミ
ユ

l

ラ
ー
も
、
之
に
つ
き
飴
り
に
大
な
ら

ざ
る
租
税
舵
陥

E
箭
ら
す
こ
と
を
考
へ
な
〈
で
は
な
ら
自
ー
と
い
ふ
て
叶
る
。

(
註
-
五
)

へ
ル
ア
ト
位
、
義
務
省
自
農
業

χ
は
皆
業
に
於
け
る
幡
筒
的
活
動
を
行
ふ
一
防
白
係
累
者
に
つ
い
て
は
、
地
同

J

て
は
行
恕
を
禁
じ
た
。
共
は

義
務
得
。
給
刊
桔
力
が
小
間
の
安
き
努
力
白
佐
川
に
依
っ
て
減
少
さ
れ
た
い
て
、
む
し
ろ
哨
加
せ
ら
る
と
い
ふ
、
全
(
正
官
と
は
い
へ
た
い
理
由

か
ら
で
あ
る
。
控
除
計
算
は
本
市
此
場
骨
に
は
、

t
し
ろ
所
柑
に
て
ピ
な
〈
、
制
牧
括
的
出
品
て
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
同
一
純
湾
人

い
か
・
一
入
は
山
本
旅
と
H
ハ
に
働
き
、
他
人
は
他
の
省
の
助

E
惜
る
と
き
に
、
一
人
口
A
T
〈
見
一
っ
た
所
得
を

k
ず
る
。
陪
ふ
て
ゲ
ユ
ル
テ
ン
ペ
ル
ヒ
且

パ
ー
デ
ン
ロ
期
目
如
き
京
放
向
山
市
宜
よ
り
生

rる
賀
川
内
接
除
bz
作
す
。
斯
か
る
所
得
む
使
川
唱
と
、
生
時
党
と
を
正
常
に
分
別
す
る
こ
と
の
岡

ρ
い

離
な
る
い
か
故
に
、
パ
i
デ
ン
は
旺
ら
に
此
控
除
が
比
一
地
慣
行
の
給
料
を
也

¥
T
る
べ
き
こ
と
を
組
定
す
と
い
n

山
て
甘
る
。

註
-
穴
)

所
得
山
大
さ
に
対
す
る
、
所
制
上
り
の
控
除
釘
心
割
合
は
、
」
広
陵
玄
て
減
退
し
な
〈
て
は
な
ら
向
。
何
と
な
れ
ば
寓

-

ワ

茜
口
組
側
、
共
係
累
者
心
扶
持

ω
低
め
に
、
貧
布
ほ

E
、
抗
争
所
得
心
大
な
る
削
告
を
使
ふ
こ
と
を
揺
し
な
い
か
ら
と
い
ふ
て
肘
る
。

リ

y
f
j
レ

2

1

:

3

J

F

 

(
註
-
七
)

前
山
科
三
参
照
。
耐
ほ
ワ
グ
ナ
ー
は
、
家
族
民
の
動
に
依
る
給
付
能
力
の
損
害
が
、
明
に
貧
民
階
級
に
闘
す
と
せ
ら
る
ミ
白
は
事
賃
上

Llndahl. a. 3. O. S. 20; 
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h
h
f常
ら
な
い
。
恰
も
中
牢
及
高
い
中
等
階
級
比
佐
々
に

L
τ
何
ほ
其
札
以
上
自
階
粧
が
小
併
の
養
敬
宵
及
維
持
に
つ
き
必
要
な
る
、
'
却
前
地
位

に
相
岱
な
る
、
刊
か
も
柿
別
な
る
階
植
者
停
た
ら
ぎ
る
賀
川

ω
錦
め
に
異
暗
に
大
な
負
据
を
被
ら
し
め
ら
る
誌
と
岱
L
、
ミ
ユ

l
ラ
ー
も
之
を
継

承
し
て
、
人
口
異
っ
た
世
骨
階
級
を
同
一
方
法
に
で
制
定
す
る
こ
と
を
得
向
。
よ
町
具
き
階
級
の
人
は
共
小
供
。
教
育
の
弱
め
に
、
制
之
、
勢
働

者
よ
り
も
訓
告
に
一
一
層
多
〈
を
宝
山
す
る
。
彼
自
給
刊
能
め
は
之
に
よ
り
て
俄
令
-
居
事
〈
て
は
な
(
と
も
、
一
楳
に
制
限
せ
ら
る
為
。
此
事
が

8
 

考
恭
き
れ
な
(
て
は
な

ιぬ
左
い
λ
て
日
る
。

(
註
一
八
)
へ
ツ
ケ
ル
位
、
多
(
円
税
法
は
!
八
歳
以
下
と
か
其
敬
宵
未
完
成
の
も
り
と
か
放
に
六
寸
故
以
土
の
も
の
と
か
に
一
部
文
付
令
部
の
発

。

聴
を
興
ふ
る
の
を
耐
と
す
と
請
い
で
肘
る
。

ヘ
ル
フ
ト
位
、
グ
ユ
ル
一
ア
シ
4

A

ヒ
に
於
け
る
、
組
社
軒
蹴
か
ら
私
生
見
を
除
外
す
る
規
定
は
、
非
枇
脅
的
な
加
克
だ
と
い

L
て
配
る
町
山

之
を
採
る
は
末
、
側
、
揃
、
英
日
子
一
あ
る
。

1
貴
闘
で
は
段
々
鐙
更
吉
れ
ワ
L

あ
る
が
‘
一
九
一
六
年
法
に
て
は
三
千
弗
の
持
泊
に

興
へ
ら
る
L

完
柑
瓢
の
外
に
、
赴
ハ
棲
の
主
あ
号
、
と
き
は
回
一
得
拍
車
に
一
千
弗
を
、
小
供
(
↑
八
歳
以
下
か
、
晴
利
的
向
惜
的
に
融
問
あ
る
符
め
自

立
不
能

t
る
も
の
か
)
一
人
に
ワ
き
ニ
百
弗
づ
h

を
加
A
。
一
丸
一
七
年
に
杭
身
者
の
売
特
耕
一
千
弗
、
夫
師
者
の
其
は
↓
千
弗
と
な
リ
、
一
九

二
一
布
及
三
二
年
法
に
て
は
、
拙
身
者
の
免
軒
引
は
一
守
弗
、
夫
師
共
梧
者
の
は
二
千
弗
(
五
千
弗
を
超
へ
ぎ
る
小
所
得
に
て
は
二
千
宜
百
弗
)
、

各
小
仇
又
は
扶
養
の
無
方
使
剥
族
者
一
人
時
に
山
宵
弗
づ
誌
を
加
ふ
凶

作
備
に
て
は
一
九
一
四
年
法
に
て
は
小
千
怯
を
判
司
自
免
職
貼
と

L
、
結
婚
者
に
は
之
に
二
千
法
を
加
へ
、
義
務
者
の
係
累
者
(
七
寸
故
以
上
又

は
披
時
た
る
命
属
高
、
=
十
一
歳
以
下
又
は
磁
蝶
た
る
県
届
#
又
は
小
供
}
五
人
ま
で
の
と
き
は
一
人
に
づ
き
」
千
法
づ
λ

を
課
税
所
得
よ
り
控

除
し
、
第
六
人
目
か
ら
町
北
一
人
古
り
一
千
五
百
出
づ
土
乞
控
除
す
。
一
九
二

O
年
法
で
は
六
千
訟
を
普
匙
の
完
穂
貼
と
し
、
家
婦
の
何
拍
に
之

(
註
-
九
)

(
註
ニ

O
)

に
三
千
誌
を
剤
へ
、
二
十
一
歳
以
下
円
各
自
小
併
に
二
千
法
づ
為
、
其
袖
山
義
務
者
に
よ
り
て
扶
養
せ
ら
る
ミ
各
の
者
に
つ
き
、
第
五
人
目
ま
で

は
一
千
五
百
法
、
刻
一
以
上
位
二
千
怯
づ
っ
を
謀
暗
所
得
よ
り
控
除
す
る
町

3
澗
遜
て
は
一
九
二

C
年
法
で
は
、
千
五
百
馬
車
を
莞
棺
離
と

L
、
其
所
得
が
法
和
上
山
規
定
に
依
れ
ぽ
義
務
者
白
所
得
に
加
算
さ
る
べ
き
義
務

者
心
家
計
に
屈
す
る
人
又
は
義
務
者
山
法
樟
上
挟
養
義
務
あ
る
も
の
一
人
毎
に

E
百
馬
克
づ
ゐ
克
相
即
符
栴
を
加
へ
た
。
所
得
一
高
島
克
を
超
へ

E耐

輩、

課
輸
に
於
け
る
家
族
事
情
的
考
慮

第
二
十
巻

(
第
三
肱

三
七
}

P'I 
ic 
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百首

i'/t 

四
九

課
暗
に
於
け
る
家
挟
事
情
内
考
慮

第
二
十
巻

三
八
)

(
第
三
披

な
い
と
き
に
は
十
六
歳
を
超
へ

f
る
だ
け
に
て
第
二
叫
下
の
も
の
に
七
百
馬
克
づ
L

を
加
へ
た
。
一
九
二
三
年
訟
に
て
は
、
課
枯
す
・
へ
き
所
得
が

十
高
時
血
を
旭
へ

f
る
と
き
は
、
義
務
者
と
其
非
樹
立
に
賦
課
さ
る
べ
き
妻
ー
と
り
泊
め
に
四
百
λ
十
馬
克
づ
ミ
所
定
の
酷
が
減
却
さ
れ
(
此
は
み
よ

〈
揃
特
D
F
刀
法
だ
が
)
、
三
十
寓
馬
克
ま
て
の
所
得
に
て
は
、
各
の
未
吸
年
に
し
て
非
錨
立
に
賦
謀
き
る
ゐ
小
併
の
家
旋
員
に
ワ
き
九
百
六
十
馬

克
づ
λ

丈
栂
を
粧
品
と
し
、
此
制
易
は
小
供
出
必
働
所
得
を
も
ワ
も
、
十
七
歳
以
下
な
る
と
き
は
之
を
奥
ふ
。
六
十
歳
以
上
か
.
静
利
不
能
か
、

自
己
山
野
刊
に
よ
り
て
持
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
一
時
的
で
な
く
陥
げ
ら
る
、
義
務
者
に
は
、
其
所
得
が
主
高
品
克
を
越
へ
ず
且
つ
主
主

L
て

ω的

資
本
所
得

Rι
休
職
給
思
給
帯
、
よ
り
出
る
E

と
き
に
は
一
一
千
馬
克
百

η
減
ず
る
。

)
 

4
英

ι
て
は
、
一
九

O
九

1
i
一
O
年
以
車
、
五
百
時
以
下
山
所
得
に
て
十
大
歳
以
下
の
小
供
一
人
也
り
十
田
閣
を
引
去
っ
た
が
、
一
九
一
四
年
に

は
二
十
時
づ
込
主
し
、
一
六
年
に
は
七
百
時
以
下
の
所
得
に
で
小
供
一
人
川
市
り
二
十
五
時
づ
L

を
引
〈
こ
と
込
改
め
、
一
九
二

C
年
、
特
に
一
九

三
寸
|
問
年
に
て
は
、
義
務
者
自
身
の
ぬ
め
に
百
三
十
五
砂
、
支
山

β
め
に
九
ト
磁
(
課
税
所
得
に
去
の
捗
働
所
符
を
合
む
と
き
は
、
史
に
主

の
所
得
白
十
分
九
、
併
し
椅
々
四
十
五
暗
を
加
P

A

)

、
第
一
山
小
間
に
ニ
一
十
大
棒
、

l
六
歳
以
下
の
第
一
一
以
下
回
小
仇
に
二
十
十
棒
づ
、
(
四
十
時

以
上
田
所
持
を
摩
川
、
る
小
併
に
は
控
除
せ
ず
)
、
義
務
者
出
費
ひ
乱
つ
白
己
所
得
五
十
磁
を
超
へ

T
る
替
利
知
能
組
旋
者
に
二
十
五
時
づ
h

諜
惜

付

所
相
官
よ

mz引
去
る
こ
と
、
み
し
た
。

何
日
本
で
は
一
般
兎
精
加
入
百
阿
だ
が
、
十
λ
践
は
下
、

J

九
十
成
山
上
、
又
は
不
具
臨
時
者
一
人
毎
に
百
問
(
所
得
千
間
以
下
の
と
き
て
七

4
闘

(
断
柑
式
千
間
以
下
の
と
き
)
又
は
五
拾
悶
(
所
得
歩
千
間
以
下
の
と
き
)
づ
与
を
加
へ
ら
る
誌
と
と
誌
な
る
。

(
R
U
-
-
一

)

バ
イ
エ
ル
シ
に
於
て
、

〉日
山

は
不
計
算
と
し
た
。

)
 

(
睦
ニ
ニ
)
昔
、
壊
、
バ
イ
且
ル
ン
に
例
を
且
た
。

1
普
白
一
九

O
九
年
法
で
は
、
六
千
五
官
馬
克
を
超
「

f
る
所
得
の
義
務
者
で
は
小
供
又
は
其

(
 

他
白
一
定
山
家
放
員
に
つ
き
、

-

J

人
あ
れ
ぽ
一
抽
、
コ
一
又
は
四
人
白
と
き
は
二
視
、
五
又
は
六
人
。
左
き
は
三
級
を
下
げ
、
其
以
よ
一
一
人
を
加
ふ

る
毎
に
尚
一
般
づ
、
下
げ
て
謀
枯
し
、
六
千
五
肝
乃
壬
九
千
五
百
馬
克
白
所
柑
で
は
、
一
一
↓
人
ま
で
一
組
、
四
又
は
五
人
は
二
掘
を
下
げ
、
北
上
顎

一
九
一
八
年
ま
で
は
、
家
怖
の
勢
働
に
て
儲
け
た
も
の
位
、
共
同
所
符
新
が
千
八
百
島
克
を
起
へ
な
い
と
き
に

二
人
を
加
ふ
る
毎
に
尚
一
紋
づ
L

下
げ
て
識
し
た
o
此
人
監
の
決
定
に
は
義
務
者
自
家
婦
、
十
四
歳
を
超
へ
て
義
務
者
の
霞
業
叉
は
皆
業
に
艇
槙

Eheberg， a. a. 0， S. 187. 199. 3ro~3[ I. Conmcl，九 a.O. S. 49. Li nz， 
Grundriss der Einkommens-=und-Vermogenssteuern. 2 Au日 S.8， 
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〉抗

的
に
従
事
す
る
か
又
は
、
年
附
止
性
に
臨
ビ
慣
行
の
日
給
山
中
分
以
上
自
自
己
内
所
得
を
も
っ
小
供
及
係
累
者
を
陪
〈
。

川
町
川
叫
に
て
仕
詰
吐
い
弘
引
が
二
千
四
円
グ
ロ
ネ
以
下
町
所
得
を
も
っ
，
と
き
は
、
去
と
一
人
の
他
。
宋
旋
員
と

O
M什
F

四
四
立
の
所
得
を
有
せ

T
る
家
旋

(
 

民
釘
に
一
階
級
を
下
け
、
義
務
者
計
二
千
四
一
h
乃
至
問
千
八
口
タ
ロ

1
Jぺ
白
所
得
の
と
き
に
は
、
去
且
-
入
の
他
自
家
族
同
の
件
の
無
制
立
一
附
符

内
家
族
民
村
山
に
一
級
を
下
げ
る
。

引
川
バ
イ
エ
ル
ン
ず
は
、
一
部
六
千
鳥
丸
ま
で
の
所
有

γ
は
、
義
務
者
に
で
子
孫
の
扶
養
義
務
あ
る
と
き
は
、
所
持
の
高
津
一
と
子
孫
の
載
と
に
肱
じ

(
 

て
一
乃
王
入
級
山
保

F
が
行
は
れ
、
九
千
馬
克
ま
で
の
所
得
て
は
見
上
に
も
能
力
を
大
に
不
利
主
す
る
特
別
事
情
白
川
筋
め
二
乃
至
六
組
低
下
を
行

喝

ふ
た

)
 

ハ
ン
プ
ル
グ
、
伊
、
備
に
例
を
且
る
。
ー
ハ
シ
プ
ル
グ
の
一
九
一
四
年
法
で
は
、
義
務
者
の
家
族
が
少
〈
と
も
凶
人
よ
り
成
る
と
き

は
、
六
千
馬
克
以
下
山
所
得
で
は
祉
を
問
分
一
減
却
し
、
ご
千
五
百
馬
克
以
下
内
所
持
て
は
半
減
を
行
nv
、
六
人
以
上
上
り
成
る
と
き
は
、
第
一

)
 

の
川
端
骨
に
小
減
L
、
節
一
心
場
合
に
四
分
二
一
世
減
却
し
た

0
2
伊
大
利
て
は
其
所
得
税
白
線
骨
白
分
に
於
て
、
義
扮
者
自
身
及
各
家
族
民
毎
に
所

(
 

)
 

得
山
三
十
分
一
で
あ
っ
て
、
宇
〈
と
も
六
百
り

1
ヲ
、
端
々
一
千
五
百
リ

1
一
ヲ
を
引
去
る
。
日
備
法
に
て
は
詰
二

O
に
棋
げ
た

a
o
h
外
に
、
一

(
 

九
一
一
四
年
法
で
は
、
係
累
者
一
人
の
と
き
ほ
枕
制
の
円
分
買
の
制
減
を
泊

L
、
二
人
山
と
き
は
口
分
卜
、
三
人
の
と
き
は
百
分
ニ
ト
の
胞
械
を
行

(
位
二
一
-
一
)

丹
、
比
'
後
の
在
人
に
づ
き
旺
に
可
分
十
づ

F
E
川
へ
、
最
高
、
和
の
牛
闇
雲
で
の
軒
減
を
行
ふ
た
。

一
九
二

C
年
法
て
位
、
義
島
田
者
山
課
措
さ
る

べ
き
所
得
J
F
、
妻
旦
惜
扶
養
人
の
需
品
の
兜
粧
所
得
を
引
去
っ
た
後
に
一
高
訟
を
起
へ
な
い
と
き
に
は
、
彼
は
井
義
ふ
所
の
も
の
一
人
に
つ
き
、

比
一
の
一
へ
ま
で
の
主
き
は
パ
分
じ
半
づ
弘
、
リ
ハ
以
上
内
各
人
に
つ
き
百
分
寸
五
づ
h
h

白
和
措
幌
減
の
要
求
を
結

L
得
る
。
有
所
得
一
斑
法
以
上
自

と
き
は
、
最
初
的
一
一
一
人
白
河
め
に
円
分
正
づ
ミ
比
以
上
自
作
人
の
均
め
に
円
分

I
づ
L

山
僻
減
を
要
求

L
得
る
。
尤
も
減
舶
の
令
析
は
一
人
由

引

り
二
千
法
以
内
と
す
。

「
註
ニ
四
)

前
出
比
一

O
に
鼎
「
る
慨
巡
の
一
九
一
三
年
法
り
が
此
に
厨
ナ
る
。

(ろ)
我
闘
()) 

掛
酌
方
法

は

一

定

の

老

幼

者

ご

不

具

溌

疾

者

さ

に

一

宅

額

づ

〉

ぜ

課

税

所

得

か

ら

控

除

す

る

;前

設

(第一一一詩

四
ブL

ゾし
) 

課
税
に
於
け
る
家
族
事
情
の
考
慮

第
二
十
巻

Mercier， 1. c. 

Conrad， a. a. O. S. 42. Lotz， :1. a. O. S. 427---8. 
~~ombathy，九 a. O. S. 3' 
Eheberg. 'a 凡 O.S. 304 
Tyszka. a. a. O. S. 128. Eheberg. a. a. O. S. 3[7. 319 
p. 67 

拙
古
田
卸



記官注

:il 

謀
殺
に
於
け
る
家
族
事
情
の
考
慮

第
二
十
巻

(
第
三
競

四
(
い
)

四
九
四

こ
言
、

lp
て
居
る
が
、
之
に
よ
り

τ或
度
ま
で
、
能
力
乏
し
き
者
を
宥
恕
す
る
こ
ご
に
は
な
る
。
控
除
額
の
少
き

に
過
ぐ
る
非
難
は
受
付
る
が
、
之
な
き
に
は
勝
る
。
斯
く
て
能
力
に
膝
宇
品
ニ
ご
に
も
趨
ひ
且
つ
敬
老
慈
弱
の
良

風
を
も
養
び
、

そ
し

τ人
日
制
限
の
危
険
を
遊
く
る
こ
ご
に
も
貢
献
す
ご
い
ひ
得
品
。
六
十
歳
以
上
に
し
L
営
利

能
力
大
な
る
も
の
を
清
恕
す
る
こ
ご
厚
き
に
過
「
る
正
か
、
十
人
歳
以
下
に

L
て
傍
利
事
業
に
従
事
す
る
こ
ご
多

き
農
商
工
業
的
下
屠
枇
曾
を
宥
恕
し
過
ぎ
る
こ
吉
、
な
り
、
精
紬
門
的
勢
働
階
級
に
し
て
子
弟
に
高
き
数
育
を
奥
へ

っ
、
あ
る
も
の
を
不
利
ご
す
る
の
嫌
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
・
十

歳
以
下
六
十
歳
以
上
の
も
の
よ
営
利
生
活
に
就
か

ゴL

る
を
得
ゴ
る
が
如
き
は
、
其
生
活
扶
態
の
不
利
な
る
も
の

t
L
て
此
の
如
き
宥
恕
?
至
嘗
さ
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
o
農
業
M
A
枇
曾
政
策
上
に
も
帰
護
せ

L
め
る
o
或
は
六
十
ご
レ
ひ
十
八
ご
レ
ふ
限
界
が
濁
断
恋
意
で
あ
る
o

其
前
後
に
て
宥
怒
正
否
ご
を
決
す
る
は
不
日
常
手
な
ら
す
や
ピ
も
い
は
る
、
が
、
此
積
の
-
事
は
課
税
技
術
上
は
許
3

な
〈

τな
ら
ぬ
所
の
も
の
で
あ
る
。
唯
に
此
宥
恕
め
る
が
矯
め
に
人
を
し
て
依
頼
心
を
生
悲
し
め
て
、
此
等
の
清

忽
者
に
於
て
働
け
ば
働
、
ョ
得
る
に
拘
ら
?
然
活
に
仁
て
終
る
こ
芝
、
な
h
、
叉
は
徐
絡
の
あ
る
に
け
を
抽
出
費
せ

L

め
、
怠
慢
乃
至
浪
費
を
糊
め
や
や
ご
も
い
は
る
、
が
、
夫
の
宥
恕

ω程
度
が
初
め
よ
り
左
ま
で
大
な
も
の
ご
し
て

は
居
な
い
か
ら
.
左
様
な
弊
を
生
十
る
は
H

と
で
は
あ
る
ま
い

L
、
恨
令
多
少
此
が
ゐ
っ
て
も
、
能
力
の
要
求
上
常

然
典
へ
な
〈
て
な
ら
嗣
も
の
で
ゐ
る
以
上
は
怒
ば
な
く
て
は
な
ら
な

ν。
夏
ら
に
我
国
目
下
の
如
〈
人
口
制
限
の

む
し
ろ
希
望
す
べ
き
同
代
に
於

τ此
肩
揺
が
此
ご
逆
行
す
る
嫌
ゐ
り
ご
も
考
へ
ら
る
、
が
、
此
れ
亦
た
、
あ
れ
ば



か
h
の
君
恕
で
人
口
増
進
の
勢
を
助
く
る
こ
ご
仁
は
な
る
ま
い
w
L、
般
A

ザ
此
際
人
口
制
限
が
望
ま
し
正
し
て
も
、

業
あ
る
が
潟
め
に
、
能
力
原
則
上
常
然
典
へ
な
〈
て
な
ら
同
出
府
知
加
を
奥
ヘ
ぬ
ご
い
ふ
こ
ゴ
は
宜

L
〈
な
い
o

だ
か

ら
し
て
夫
の
宥
恕
は
擁
護
し
得
る
も
の
で
あ
る
o

者
夫
れ
我
同
法
の
異
の
柏
駅
陥
を
求
め
た
な
ら
ば
、
実
は
老
幼
不

あ具
る(B )焼
。加疾

税以
的外
考?の
慮重

大
困
難
事
情
0) 

宥
恕
規
定
を
候

ど

で
あ
る

次
ぎ
に
は
卒
均
的
家
族
員
よ
ち
も
少
き
家
族
を
も
っ
者
に
特
別
の
追
加
税
を
行
ふ
の
例
が

い
共
考
慮
の
方
法
ご
[
て
は
夙
に
ワ
グ
ナ

1
は、

常
率
の
所
得
税
守
課
!
、
並
(
よ
り
も
一
層
大
な
家
族
を
も
っ
者
に
低
率
ぞ
遁
用
す
る
ご
共
に
、

四
人
の
一
家
族
を
標
準
単
位
己
[
て
選
み
、
此
に
正

其
よ

h
も
少
、
雪
中
部

族
eT
有
つ
者
に
追
加
率
を
適
用
す
る
の
案
を
出

L
た
所
に
が
定
一
一
五
)
、
共
後
此
趣
旨
を
採
っ
た
立
法
例
は
、
軍
な

る
獅
身
税
(
』
E
m
m
g。一
}EzrEHH)
か
(
品
一
二
ハ
)
、
又
は
畑
澗
身
校
仁
子
無
税
ご
い
ふ
べ
き
も
の
を
結
付
け
た
も
の
か

五
二
七
)
に
な
っ
て
居
る
o

敦
れ
も
該
賞
し
た
正
常
率
に
何

ρ
1
セ
ン
ト
か
を
加
へ
る
式
を
採
っ

t
居
る
o

(
註
二
五
)

(
位
二
六
)

前
出
註

4

二
暢
問
。

ロ
イ
ス
エ
ル
ア
レ
り
ユ
孟

j

て
は
、
一
二
十
歳
以
上
て
不
婚
白
相
続
義
務
者
に
、
一
一
千
乃
王
六
千
馬
克
白
所
得
田
と
き
に
は
、
正
常
辛
へ

白
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
追
加
柏
、
六
千
馬
耳
目
上
の
所
得
の
と
き
に
は
、
正
出
車
へ
の
十
パ
'
セ
シ
ト
の
追
加
聴
を
課
し
た
ロ
伊
太
利
で
も
現
に
、

其
綜
合
所
得
税
の
盛
で
、
里
女
・
と
も
に
不
婚
者
に
し
て
b
J
(
と
も
六
千
り
1
ラ
以
上
心
所
得
由
主
込
町
に
位
、
一
一
十
A
1
セ
シ
ト
白
誼
加
掛
を
酬
は

3
 

3
 

せ
ら
れ
る
。

論

設

四

四
'
九
五

調
拒
に
品
川
け
る
家
族
事
情
白
考
慮

(
第
一
ニ
貌

第
二
十
巻
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2曲

議

課
税
に
は
即
け
る
家
族
事
情
。
考
慮

四
九
六

第
二
十
巻

(
第
三
挽

凹

) 

(
註
ニ
七
)

現
可
一
に
て
は
、
家
長
が
男
た
る
と
た
ゃ
ん
る
と
未
婚
者
た
る
と
問
偶
を
先
っ
た
も
の
た
る
と
酢
婚
し
た
も
の
を
る
と
世
間
は
ず
、
二
千
四

百
ク
ロ
ー
ネ
以
上
回
所
得
を
有
っ
て
砥
か
も
養
ふ
，
へ
き
家
族
な
き
と
き
は
、
止
一
該
押
刷
所
得
輯
に
十
五
ハ

1
セ

y
l
秒
一
週
加
さ
れ
、
家
長
が
自
分
の

件
、
一
人
の
家
族
同
の
み
養
ひ
且
つ
二
千
四
百
ク
ロ
ー
ネ

M
上
の
所
伸
長
も
っ
と
き
は
、
該
北
枕
に
十
バ
F

セ
ン
ト
を
遺
加
さ
る
ミ
(
尤
も
家
族

員
が
、
全
家
族
所
持
円
千
ク
ロ
ー
ネ
を
也
へ

T
る
場
合
な
る
が
低
め
に
持
働
所
得
に
つ
き
別
に
八
百
離
し
て
課
摘
さ
る
h
A

場
合
に
は
此
也
加
柑
を
兜

ず
)
。
仰
闘
で
は
三
十
成
以
上
心
不
知
山
義
務
析
は
所
定
稀
簡
の
-
ー
γ
r
n
バ

I
セ
シ

1
、
三
年
以
上
結
婚
厄
前
を
一
均
し
て
向
担
小
供
な
き
低
航
者

z
 

は
枕
献
の
十
ハ
1
セ
ン
ー
の
迅
加
松
含
抑
は
な
〈
て
は
な
ら
自
国

ろ
此
方
法
の
批
評

1

英

蹄

護

此

方

法

は

a
能
カ
原
則
上
立
振
に
説
明
し
得
る
o
賓
際
、
家
族
係
畏
多
き
者
が
割
合
に
能

力
が
乏
し
〈
随
ふ
て
或
宥
恕
が
望
主
し
古
い
ふ
こ
ご
が
認
め
ら
る
、
な
ら
ば
、
業
反
面
に
家
族
係
累
な
き
又
は
少

き
者
が
割
合
に
能
力
大
な
り
ご
し
て
特
別
加
税
サ
ら
る
べ
き
理
由
あ

h
zし
な
〈
て
は
な
ら
泊
。
即
も
世
間
て
ワ
グ

ナ
ー
の
考
へ
た
や
う
に
先
づ
卒
均
一
家
人
口
を
基
準

Z
L
て
之
に
正
治
卒
を
謀
し
、
何
等
hr
の
方
法
に
て
之
よ
り

も
少
き
家
族
を
も
っ
者
に
或
追
加
率
を
誠
す
る
の
が
至
嘗
で
あ
る
o

私
の
賓
際
生
活
に
於

τ飽
験
し
た
所
で
も
、

略
ぽ
同
一
所
得
額
を
も
っ
同
僚
の
中
で
も
小
供
の
少
い
人
は
其
多
い
人
に
比

L
て
徐
程
幾
を
し
て
居
る
o

之
を
考

慮
せ
ぬ
ご
い
ふ
の
は
太

L
き
不
公
A
T

で
あ
る
〔
詰
二
4
A
)
o
b
之
を
人
口
問
題
か
ら
見
て
も
椴
A
T
人
口
の
あ
ま
り
大
な

き
り
さ
て
人
口
減
退
ご
な
っ
て
も
閥
蓮
の
後
展
を
阻
侍
す
る
-
』
言
、

増
迭
は
困
っ
た
こ
ご
で
は
ゐ
る
ご

L
て
も
、

な
ら
な
く
て
は
な
ら
向
。
夫

ω三
十
歳
以
上
に
も
な
っ
て
濁
身
で
あ
っ
た
り
、
結
婚
生
活
に
入
つ
で
も
小
供
な
芦

Szombathy， a. a. O. S. 29-30. Kleinwachter. eI乱 O.S. T95. Eheherg-， 

λa. O. S. 199. 319・
32) 



が
如
き
者
は
兄
孫
を
残

L
て
岡
民
的
将
来
を
維
持
す
ぺ
う
大
な
義
務
を
設
し
て
居
ら
ぬ
も
の
ご
し
な
〈
て
は
な
ら

ぬ
o

此
の
如
き
者
に
特
別
の
加
税
を
匁
す
は
一
は
其
義
務
不
履
行
に
謝
す
る
制
裁
古
い
ふ
ぺ
〈
、
叉
む
し
ろ
蛍
人

ょ
、
り
し
て
は
義
務
の
白
血
見
よ
り
準
ん
で
給
付

L
な
〈

τな
ら
ぬ
も
の
で
も
ゐ
ら
う
(
詑
三
ー
と
o

但
だ
右

ω
二
の
理
由

の
中
で
前
者
以
強

ν
が
、
牧
者
に
は
多
少
騒
い
反
封
設
が
成
立
も
得
る
。
だ
か
ら
後
者
は
前
者
に
比
し
て
軍
に
二

次
的
補
助
的
の
理
由
吉
見
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
若
も
人
が
濁
身
税
や
子
無
税
を
主
張
す
る
の
に
、
第
二
の
理
由
に

重
量
を
置
〈
な
ら
ば
、
其
は
強
い
主
張
苫
は
な
り
得
な
い
ら

(
註
ニ

A
)

タ
ラ
イ
ン
ク
エ
ヒ
タ
ー
は
、
酬
明
自
分
丈
け
を
養
ふ
べ
き
術
身
者
は
、
同
一
大
の
所
得
を
有
っ
て
主
子
を
義
ふ
べ
き
家
究
よ
り
も
、
財
政

出

上
、
一
回
収
給
付
龍
力
山
大
き
な
も
の
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

(
駐
二
九
)

ダ
ラ
イ
ン
グ
ヱ
ヒ
タ
ー
は
、
人
が
閉
口
刊
の
尚
南
駒
山
退
却
を
認
め
、
又
少
{
と
も
之
ル
認
む
と
信
じ
、
そ
し
て
完
結
晶
常
設
問
足
が
消

一
方
に
細
身
稔
山
探
川
に
よ
っ
て
澗
身
者
に
罰
金
を
諜

L
、
他
方
に
一
定
最
小
臨
む
小
仇
を
産
む
だ
民
席
者
に
、
昭
和

滅
す
る
り
恐
あ
り
と
勾
し
、

馬

白

』

c
m
門
司
自

E
u
-
-
v向
。

EHMM
(
=
一
人
の
小
併
を
有
ワ
者
山
口
特
権
)
の
先
例
に
倣
っ
て
、
或
法
律
上
の
恩
典
を
典
ふ
る
と
と
に
よ
り
て
耕
婚
蜘
を

噌
帽
し
や
ろ
と

L
た
止
い
ふ
て
日
明
る
叫

ペ
リ
J

其
反
射
到
設

a
然
る
に
夫
の
課
税
に
つ
き
能
力
原
則
h
r

ら
見
て
、
三
十
歳
以
上
に
も
な
っ
て
濁
身
で

居
た
り
ヌ
小
供
宇
産
ま
ぬ
用
心
を
し
て
居
る
者
が
必
十
し
も
能
力
の
多
い
こ
子
伊
』
一
不
す
ご
限
ら
す
し
て
、
む
し
ろ

経
済
上
困
っ
て
居
る
か
ら
巳
む
を
得
今
、

さ
う
し
て
居
る
の
で
あ
り
、
即
も
却
っ
て
能
力
の
乏
し
い
も
の
ご
し
て

宥
忽
ニ
そ
す
れ
、
特
別
迅
加
校
な
げ
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
己

ν
ふ
こ
さ
が
い
は
れ
得
る
(
註
一
一
一
O
)
O

併
し
叉
鱗
つ

論

4主

課
枕
に
於
け
る
家
族
事
情
由
考
山
地

(部-一一統

Vq 

) 

第
二
寸
笹

四
九
七
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謀
揖
に
於
げ
る
家
族
事
情
。
考
慮

第
三
十
笹

(
第
三
慌

四
四

四
丸

λ

工
考
へ
て
見
れ
ば
、
此
等
の
濁
身
者
等
が
困
つ
げ
居
る
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
其
ご
同
額
所
得
者
た
る
家
族
の

相
蛍
に
あ
る
者
の
困
わ
方
に
比
仁
て
は
、
む
し
ろ
奨
な
方
記
見
な
〈
て
は
な
ら
中
、
正
常
家
族
数
を
も
っ
岩
よ
り

も
重
い
負
携
を
怨
す
の
は
正
賞
に
Z
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
故
仁
此
反
調
設
は
成
立
も
得
ぬ
o

b
若
夫
れ
人
口
問

題
か
ら
す
る
も
の
に
至
つ
て
は
、
中
に
或
度
ま
で
認
め
な
〈
て
な
ら
ね
も
の
が
あ
る
。
イ
先
づ
今
日
の
我
困
の
情

勢
で
は
人
口
の
多
数
よ
り
も
芸
品
質
の
向
上

ω方
が
一
屠
望
ま
し
い
の
に
、
夫
の
税
は
多
産
奨
附
ご
な
る
の
が
不

可
ご
も
い
は
る
、
が
、
併
し
夫
の
税
は
論
者

ω
い
ふ
如
く
多
産
奨
糊
ご
は
な
っ
て
居
ら
前
回
。
車
に
卒
均
家
族
員
数

に
も
足
ら
泊
、
も
の
、
一
小
利
を
加
へ
る
に
止
ま
る
c

そ
[
て
此
平
均
家
族
員
を
も
っ
こ
ど
に
湖
め
る

rけ
は
人
口
品

質
向
上
主
義
か
ら
い
γ

よ
て
も
不
都
合
な
こ
ご
で
は
な
い

o
rか
ら
此
反
罰
論
も
重
き
を
威
す
仁
は
足
ら
泊
。

u
u

し
ろ
此
枕
が
人
口
増
加
促
進
の
目
的
を
注
す
る
の
方
便
ご
し
て
は
数
カ
少
き
も
の
叉
は
無
数
に
近
い
も
の
に
ぜ
い

ふ
の
が
有
力
な
反
劃
論
で
あ
る
。
郎
も
元
来
、
結
婚
生
活
Z
い
ふ
こ
芭
に
は
可
な
り
大
な
物
質
的
負
擦
が
伶
ひ
精

紳
的
の
苦
痛
も
件
ふ
も
の
で
あ
る
。
ピ
か
ら
理
性
あ
る
文
化
人
に
て
は
税
の
多
少
の
追
加
負
擦
が
あ
る
位
の
こ
ご

で
は
結
婚
生
活
に
入
ら
ぬ
で
も
ゐ
ら
う
。
少
々
位
徐
計
の
殺
を
捌
ム
て
も
濁
身
を
し
緩
け
る
の
を
選
む
で
ゐ
ら

ぅ
。
叉
結
賂
は
し
て
も
小
供
を
産
む
こ
己
は
人
活
で
如
何
ご
も
L
難
い
こ
ご
が
あ
る
。
之
を
枕
に
よ
っ
て
強
ぬ
て

産
ま
す
正
い
ふ
こ
Z
は
必
す
し
も
出
来
る
も

ωで
な
い
o

だ
か
ら
此
理
由
に
依
る
枕
は
基
礎
薄
弱
な
も
の
ご
い
は

な
〈
て
は
な
ら
な
い
(
紅
一
三
)
。

ρ

又
仮
り
に
此
税
が
或
度
ま
で
人
の
結
婚
ぞ
促
す
に
有
数
に
ご
し
て
も
、
其
結
婚



が
其
人
に
不
幸
を
臨
脚
色
す
か
も
知
れ
な
レ
。
此
の
如

t
人
に
不
幸
を
驚
ら
す
ニ
ご
あ
る
も
知
れ
百
る
も
の
を
強
ゆ

る
こ
ご
が
、
人
の
平
和
ご
一
哨
枇

Z
を
期
待
す
べ
き
閥
家
政
策
ご
し
て
採
る
べ
き
や
疑
問
な
り
己

L
な
〈
て
は
な
ら

ぬ
(
註
一
一
一
二
)
O

又
阪
に
キ
踊
な
り

Z
L
て
結
婚
生
活
に
入
、
り
た
る
も
偶
々
不
可
抗
の
原
因
に
て
小
供
な
き
者
の
如

吉
、
其
小
供
な
き
こ
さ
に
つ
き
て
は
日
々
苦
脳
し
っ
、
あ
る
所
で
あ
る
の
に
、
彼
の
心
情
を
慰
む
る
こ
ご
を
せ
十

し
て
、
却
っ
て
之
に
制
裁
-T
加
ヘ
て
其
苦
勝
争
」
附
唱
す
が
如
、
さ
は
、
文
化
政
策
ご
し
て
決

L
て
蛍
を
得
た
も
の
で
な

い
。
だ
か
ら
人
日
問
題
か
ら
の
根
俵
は
成
り
立
た
ぬ
。
た

v抽
出
力
原
則
上
に
夫
の
枕
の
動
か
し
難
き
根
援
が
存
し

τ居
る
の
み
で
あ
る
。

(
註
三
口
)
4
7

ス
カ
は
、
結
賂
者
よ
り
も
鋪
身
者
。
一
回
世
話
き
負
強
と
い
ふ
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
喝
身
者
ポ
結
婚
者
よ
り
も
経
済
主
一
一
層
給
付

可

能
力
あ
り
主
い
ふ
こ
と
が
曲
剖
て
な
い
か
ら
と
い
ふ
て
肘
る
。

(
註
=
ニ
)

一
一
ツ
チ
は
、
入
が
出
身
者
に
特
別
枕
を
課
し
で
も
、
此
討
結
婚
を
強
ゆ
る
こ
と
h
h
u

る
止
は
限
ら
向
。
多
{
の
者
は
、
や
は
り
結
婚
し

な
い
て
枕
を
捌
ふ
の
を
選
む
だ
ら
う
と
い
ひ
、
ク
ラ
イ
ン
ゲ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
湖
町
如
き
方
婚
が
品
別
白
結
果
を
生
ー
な
い
ζ

左
は
明
か
だ
。
枯
婚

は
元
謀
、
般
摘
な
事
件

c、
思
成
あ
る
人
口
、
家
庭
を
作
る
か
描
身
に
止
ま
る
か
を
、
或
小
な
忠
典
の
上
山
見
込
ゃ
、
小
な
財
政
上
の
多
負
婚
の

且
込
位
に
で
決
し
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
て
府
る
叫

(註

=z一
)

ロツ
y
は
、
蝿
身
枯
の
目
的
世
立
際
法
せ
ら
れ
で
も
、
租
枕
負
拾
に
よ
っ
て
結
婚
に
到
か
さ
れ
る
者
が
、
辛
一
附
な
る
結
舟
に
相
官
な
る

〉

若
者
か
は
不
確
だ
と
い
ふ
て
肘
る
町

最古

ユZ込
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咋~

諜
時
に
於
け
る
家
族
事
仙
の
が
J
山
山
川

第
一

1
岱

(
第
一
一
味

l川
プぐ

r-co 

以
上
要
之
、
家
族
事
M
M
は
能
力
原
則
上
、
常
然
課
税
に
於
て
考
慮
す
ぺ
き
も
の
で
あ

b
、
現
に
或
税
特
に
所
得

松
仁

τ或
度
ま
で
北
一
一
か
考
慮
さ
る
、
こ
ご
は
、
其
司
自
身
常
然
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
他
称
税
に
於
て
其
ご
逆
行

的
の
結
果
を
生
じ
っ
、
あ
る
の
埋
合
せ
己

L
て
も
、
其
行
は
れ
得
る
所
得
税
な
い
こ
に
於
て
之
を
行
ふ

-
-
t
が
有
志

義
で
ゐ
る
。
そ
し
て
其
の
之
を
行
ふ
に
就
き
て
今
日
は
大
館
、
多
〈
は
宥
恕
的
方
法
の
み
を
用
ゐ
、
其
も
主
ご
し

て
係
累
家
族
の
数
の
み
を
考
慮
し
て
居
る
が
、
術
ほ
共
上
に
も
芙
他
の
家
族
的
困
難
事
情
の
問
酌
も
が
行
は
る
、

こ
さ
が
望
ま
し
〈
、
叉
係
謀
者
数
に
つ
い
て
も
宕
恕
的
制
酌
に
止
ま
ら
宇
、
進
ん
で
加
税
的
考
慮
も
が
望
ま
し

い
。
所
論
猫
身
税
子
無
税
は
麹
嘗
な
も
の
ご
認
め
ら
る
、
の
併
L
主
一
は
佐
々
仁

L
て
明
へ
ら
る
、
や
う
に
人
口
政

策
上
必
見
地
か
ら
で
は
な
〈
、
む

L
ろ
抱
力
の
基
本
原
則
の
根
疎
か
ら
し
て
説
明
す
べ
〈
、
之
に
て
設
明
し
得
る

村
山
け
の
廃
に
於
て
行
ふ
べ
き
も

ω
ご
忠
ふ
c


